
謹　　賀　　新　　年

平成31年　年間標語

健康・安全　スクラム組めば　みんなで実現　ゼロ災職場

安 全 祈 願 祭 な ら び に 賀 詞 交 歓 会

　１月８日（火）、新春恒例の安全祈願祭ならびに賀詞
交歓会が開催されました。当日は穏やかな晴天に恵まれ、
溝口神社は多くの参拝客で賑わっておりました。神職に
よるお清めのお祓いと祝詞に続き、（公社）神奈川労務安
全衛生協会川崎北支部長代理、副支部長代行、川崎北労
働基準監督署長のほか、関係各部会の部会長の方々が玉
串拝礼を致しました。厳粛な雰囲気のなか、各事業場な
らびに参加者各位の安全をご祈願頂き、滞りなく終了致

しました。
　その後、ホテルKSPへ場所を移し、賀詞交歓会が開催
されました。（公社）神奈川労務安全衛生協会川崎北支部
の眞田副支部長代行、川崎北労働基準監督署の石井署長
よりご挨拶を頂き、江島安全部会長の乾杯で開かれた会
は、監督行政ならびに関係諸団体との有意義な情報交換
の場となりました。中締めは、鈴木労務部会長が務めら
れ、最後に出席者全員が大きな声で乾杯し、安全、安心
な事業場作りに向けて取り組んでいく気持ちをひとつに
しました。
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年　頭　の　ご　挨　拶

　新年明けましておめでとうござい
ます。
　2019年、平成最後の新春を迎え、会員の皆様方に謹
んでお慶びを申し上げます。
　旧年中は協会並びに支部主催の活動に対しまして、
多大なるご理解とご協力を賜りましたこと、厚く御礼
申し上げます。さらに、昨年は25年ぶりで横浜開催の
全国産業安全衛生大会や当支部主催の行事を無事に実
施することができましたこと、これもひとえに川崎北
労働基準監督署をはじめとする関係諸官庁のご指導と
関係諸団体の皆様のご支援の賜物と改めて御礼申し上
げます。
　2019年の干支は己亥（つちのとい）です。己（つち
のと）は十干の６番目。成長して姿が整った状態を表
し、次の段階を目指す準備をする年、また亥（い）は、
十二支の最後にあたり、知識を増やす、精神を育てる、
人材育成や財務基盤を固めるなど、内部の充実を心が
けると良い年と言われています。
　日本経済は緩やかな景気回復を続けており、企業全
体の収益は向上、世界経済には先行きに不透明感もあ
りますが、デフレ脱却をより確実なものとして経済の
好循環をさらに強く回していく必要がある状況です。
　2019年度は10月に消費税率が10％に引き上げられる
予定で、駆け込み需要・反動減等での一部に不安の声
もありますが、来年には東京オリンピック・パラリン
ピックを控えていることなどから所得情勢の改善が続
くと見られています。
　このような中、2018年度にスタートしました「第13
次労働災害防止計画」では、死亡者数を2017年度と比
較して、2022年度までに15％以上減少、死傷者数を
５％以上減少等の計画目標が設定されています。2019
年度におきましても、これまでに発生した労働災害の
実態をきちんと把握し、経営トップから労働者一人ひ
とりまで安全に対する意識や危険予知の感受性を高め
ることが重要であり、労働災害を発生させないという
意思のもと、安全水準の向上に努めていくことが必要
となっております。
　また、働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律（いわゆる働き方改革関連法）が昨年７
月６日に公布されました。多様な働き方を選択できる
社会の実現に向け、長時間労働の是正や多様で柔軟な
働き方等について、各事業場の実情に沿って計画的に
取り組んでいく必要があります。
　当支部におきましても、川崎北労働基準監督署をは
じめとする関係諸官庁、諸団体と連携し、より効果的
に事業計画を推進してまいります。
　会員事業場全員が安全・安心・健康に働ける一年に
するために皆様方のご理解とご支援を賜りますようよ
ろしくお願いを申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂き
ます。

　新年あけましておめでとうござい
ます。
　平成31年の年頭に当たり、公益社団法人神奈川労務
安全衛生協会川崎北支部の会員及び会員企業で働く皆
様の御健勝と御多幸をお祈り申し上げます。
　また、昨年10月23日から３日間にわたり、横浜で開
催された全国産業安全衛生大会では、全国から１万
1,200人が参加されるなか、スムーズな大会運営にご
尽力された皆様方に御礼を申し上げるとともに、特に
貴重な発表をして頂いた方には厚く感謝いたしており
ます。
　さて、昨年、国会で働き方改革関連法が成立し、７
月６日に公布され、労働基準法、労働安全衛生法等、
労働法規も大きく改正されました。貴支部におかれま
しても、早速各種セミナーを開催していただき、制度
の普及にご貢献いただいたところです。
　いよいよ本年から、働き方改革関連法が施行され、
企業の方は、①時間外労働の上限規制の導入（施行：
2019年４月１日、中小企業は2020年４月１日）、②年
次有給休暇の確実な取得（施行：2019年４月１日）、
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差の禁止（施行：2020年４月１日、中小企業は、
2021年４月１日）といった事項への対応が求められて
います。
　当署としましても、主に中小企業事業場の皆様への
｢働き方改革｣の取組を支えるため、労働時間相談・支
援班を設置して、毎月、企業団体を対象として労働時
間制度全般について、説明会を開催しており、年明け
には36協定の新様式の記載方法の説明会を開催する予
定です。また、個別の事業場の方に対して、監督署内
に「労働時間相談・支援コーナー」を設けて、相談を
受けている他、ご希望を頂ければ個別に訪問相談に
伺っております。
　また、安全衛生分野においても、働き方改革関連法
の成立により、長時間労働やメンタルヘルス不調など
による健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さな
いため、労働安全衛生法が改正されました。
　具体的には、事業者の義務として、産業医に対して、
①長時間労働、長時間労働者・高ストレス者への面接
指導の実施後就業上の措置結果等に関する情報の提供
をすること、②１ヶ月当たり80時間超えの時間外・休
日労働をした長時間労働者の氏名、超過時間等の報告
について、情報提供をすることが法制化され、産業医・
産業保健活動が強化されました。また、長時間労働者
の健康確保の強化を図るため、事業者が、原則として、
すべての労働者（管理監督者や裁量労働制の対象労働
者も含む。）の労働時間の状況の把握することが義務付
けられたことや、労働者から医師の面接指導の申出
について要件となる時間外・休日労働時間の基準が月
100時間超えから月80時間超えに拡充される等、健康
確保の実効性が一層高められました。
　これら法改正の内容をベースとして、各企業におけ
る「働き方」が大きく見つめ直される転機となるもの
と思われます。数年後には、「平成から○○に改元さ
れたあの年が、我が社にとっても働き方改革元年で
あったな」と、従業員やその御家族の方に喜ばれる1年
となりますよう、監督署職員一同、働き方改革に向け
て取組に精励してまいりますので、何とぞ貴支部、貴
会員の方々のご支援を賜りますようよろしくお願いし
ます。

川崎北労働基準監督署

署長　石井　　登　
（公社）神奈川労務安全衛生協会川崎北支部

支部長　西村　文成　
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川崎北労働基準監督署からのお知らせ

　今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、３６協定で定める必要がある
事項が変わりました。このため、36協定の新しい様式を策定しています。

〈特別条項がない場合〉・・・様式第９号
★時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、
　36協定届（様式第９号）を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

〈特別条項がある場合〉・・・様式第９号の２
★臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360時間）
　を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定したうえで、
　36協定届（様式第９号の２）を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

☆特別条項付き協定は、従前は任意様式でしたが、今回の法改正で様式が策定されました（様式第 
　９号の２）。
☆経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出してください。したがって、
　大企業であれば2019年４月以降の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年
　４月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してください。
☆ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合は、新しい様式で届出してもか
　まいません。  

働 き 方 改 革

～36協定の新しい様式～

新しい３６協定において協定する必要がある事項

 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲

 対象期間（１年間に限る）  １年の起算日  有効期間

 対象期間における
 　　　　１日　　１か月　　１年
 について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日

 時間外労働＋休日労働の合計が
 　　　　月100時間未満　　２～６か月平均80時間以内
 を満たすこと

新しい３６協定において協定する必要がある事項

限
度
時
間
を
超
え
る
場
合

 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
       １か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数（100時間未満）
       １年の時間外労働時間（720時間以内）

 限度時間を超えることができる回数（年６回以内）

 限度時間を超えて労働させることができる場合

 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

 限度時間を超えて労働させる場合における手続き
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特別条項付き３６協定の様式（様式第９号の２）
＊矢印が主な変更点

上記の36協定の新様式の内容について川崎北監督署で説明会を開催します。

第１回　平成31年２月13日（水） 午前10時00分～
第２回　平成31年２月22日（金） 午後 ２ 時00分～

各日の2日前までに下記内容をFAX、電話等でお知らせください。任意様式でも結構です。

FAX044-820-3184　　電話044-382-3190　　　担当　川崎北労働基準監督署　方面

〇を付けてください） 2月13日 2月22日

事業場名

出席者職氏名（任意）

電話番号

様式第９号の２（第 16条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険番号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
都道府県  所掌    管轄              基幹番号                枝番号        被一括事業場番号 

法人番号 □□□□□□□□□□□□□ 

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

  

（〒    ―     ） 

 

（電話番号：  －    －    ） 

 

 

 

 

 

時 

間 

外 

労 

働 

 

 

 
時間外労働をさせる 

必要のある具体的事由 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者) 

所定労働時間
（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

１日 
１箇月（①については 45 時間ま

で、②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間ま

で、②については 320 時間まで） 

起算日 
(年月日) 

 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数   
（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 
（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 
（任意） 

① 下記②に該当しない労働者 

               

          

          

          

② １年単位の変形労働時間制

により労働する労働者 

          

          

          

          

休 

日 

労 

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 
労働者数 

(
満 18 歳

以上の者) 

所定休日 
（任意） 

労働させることができる 

法 定 休 日 の 日 数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

      

      

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☐ 

（チェックボックスに要チェック）  

時間外労働 
休 日 労 働  
時間外労働

働
に関する協定届   

様式第９号の２（第 16条第１項関係）                                 

協定の成立年月日       年    月    日 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の 
職名 

氏名 

 協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（                          ） 

                年    月    日 

                                                   使用者 
職名 

氏名  

              労働基準監督署長殿 
 

 

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 業務の種類 
労働者数 

(
満 18 歳

以上の者) 

１日 

（任意） 
１箇月 

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満に限る。） 

１年 
（時間外労働のみの時間数。 

   720 時間以内に限る。） 

起算日 
(年月日) 

 

延長することができる時間数 

限度時間を超え

て労働させるこ

とができる回数
（６回以内に限る。） 

延長することができる時間数 

及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 

限度時間を超

えた労働に係

る割増賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を超

えた労働に係

る割増賃金率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

法定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

所定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

    （任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

            

            

            

            

            

            

            

            

限度時間を超えて労働させる場合における手続 
 

 

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び 

福祉を確保するための措置 

（該当する番号） 
 

 

 

（具体的内容） 

 

 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☐ 

（チェックボックスに要チェック）  

時間外労働 
休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）   
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３６協定の締結に当たって注意すべきポイントについて

１　「１日」、「１か月」、「１年」について、時間外労働の上限を定めてください。
　　　従来の36協定では、延長することができる期間は「１日」、「１日を超えて３か月以内の期間」、

　「１年」とされていましたが、今回の改正で「１か月」、「１年」の時間外労働に上限が設けられ
　たことから、上限規制の適用後は「１日」、「１か月」、「１年」のそれぞれの時間外労働の上限
　を定める必要があります。

２　協定期間の「起算日」を定める必要があります。
　　　１年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。

３　時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６か月平均80時間以内にするこ
とを協定する必要があります。

　　　36協定では「１日」、「１か月」、「１年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、今回
　の法改正では、この上限時間内であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月100時
　間以上または２～６か月平均80時間超となった場合には法違反となります。このため、時間外
　労働と休日労働の合計を月100時間未満、２～６か月平均80時間以内とすることを協定する必
　要があります。36協定の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するため
　のチェックボックスが設けられています。

４　限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。
　　　限度時間（月45時間・年360時間）を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予
　　見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

　臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限り具体的に
　定めなければなりません。「業務上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な長
　時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

　　　　　　　平成30年　労働者死傷病報告受理状況

年
業種

当　年 前　年 増減数 増減率（平成30年） （平成29年）
01 製 造 業 小 計 38 （1） 42 （0） -4　 （1） -9.5％
02 鉱 業 小 計 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
03 建 設 業 小 計 54 （0） 73 （0） -19　 （0） -26.0％
04 運 輸 交 通 業 小 計 56 （1） 43 （1） 13　 （0） 30.2％
05 貨 物 取 扱 小 計 3 （0） 3 （0） 0　 （0） －
06 農 林 業 小 計 8 （0） 5 （0） 3　 （0） 60.0％
07 畜産・水産業小計 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
08 商 業 80 （0） 79 （1） 1　 -（1） 1.3％
09 金 融 広 告 業 4 （0） 6 （0） -2　 （0） -33.3％
10 映 画・ 演 劇 業 1 （0） 1 （0） 0　 （0） －
11 通 信 業 6 （0） 5 （0） 1　 （0） 20.0％
12 教 育 研 究 9 （0） 2 （0） 7　 （0） 350.0％
13 保 健 衛 生 業 72 （0） 69 （0） 3　 （0） 4.3％
14 接 客 娯 楽 35 （0） 38 （0） -3　 （0） -7.9％
15 清 掃・ と 畜 30 （1） 20 （0） 10　 （1） 50.0％
16 官 公 署 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
17 そ の 他 の 事 業 24 （0） 23 （0） 1　 （0） 4.3％
合 計 420 （3） 409 （2） 11 （1） 2.7％
※各欄左側の数字は休業４日以上の災害件数、右側（　）内は死亡災害件数（内数）

（12月末現在）
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　10月18日（ 木 ）、 第77回 全
国産業安全衛生大会のプログ
ラムの一環として横浜駅前の
崎陽軒本店で開催された「第
30回全国衛生管理者情報交流
会」及び「第29回心とからだの
健康づくり全国交流会」におい
て、中央労働災害防止協会に

全国THP推進協議会功労賞表彰

平成30年度（第54回）川崎市労働災害防止研究集会

　10月29日（月）、川崎市役所第
４庁舎２階ホールにおいて、第
54回川崎市労働災害研究集会が
開催されました。開会の辞、建
設業労働災害防止協会神奈川支
部専任講師の齋藤氏より「災害
事例で考えるリスクアセスメン
ト」と題する講演会の後、キヤノ
ン株式会社の田中氏より「玉川

＜功労団体＞
東京応化工業株式会社　様

【功労団体表彰】

＜功労者＞
株式会社ミツトヨ　秋元様

【功労者表彰】

事業所の安全衛生活動について」と題し、労働災
害ゼロを目指した活動を軸に、３種類のリスクア
セスメント（機械装置、化学物質、生活型）やリ
スクアセスメント管理の実践事例を発表いただき
ました。
　表彰式では労働災害防止功労者として株式会社
ミツトヨの秋元氏、功労団体として東京応化工業
株式会社が選出され、福田川崎市長より表彰状が
授与されました。

　平成30年度労務・安全衛生
特 別 セ ミ ナ ー が、11月 ９ 日
（金）ユニオンビルにおいて
46名出席のもと開催されまし
た。（主催：川崎北労働基準
行政関係団体協議会、後援：
神奈川労働局、川崎北労働基
準監督署、川崎北公共職業安
定所）

　西村協議会長の主催者挨拶、
川崎北労働基準監督署の石井
署長、川崎北公共職業安定所
の藤田所長、来賓の神奈川労
務安全衛生協会の渡辺専務理
事からそれぞれご挨拶いただ
きました。
　続いて、基調講演として神
奈川労働局監督課の福田課長

から「働き方改革の実現に向
けた取り組み～労働時間法制
の見直しを中心として～」につ
いてご講演いただきました。働
き方改革実行計画、働き方改
革推進法、労働時間法制の見
直し、雇用形態に関わらない
公正な待遇、各種支援策等に
ついて説明がありました。
　今回、特別講演として法政
大学法学部の浜村教授から「働
き方改革関連法の実務上のポ
イント～改正労働基準法と短
時間・有期雇用労働者雇用管理
改善法を中心として～」につい
てご講演いただきました。働
き方改革関連法の目的と意義、
時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル
制度等、多岐に亘る内容について、詳細にご説明
いただきました。
　セミナー終了後は、出席者による情報交換会が
行われ、会員相互の親睦を深める、有意義な交流
の場となりました。

労務・安全衛生特別セミナー

よる神奈川県内の平成30年度全国THP推進協議会表彰
式が行われました。
　当支部からは聖マリアンナ医科大学予防医学（環境
保健）教授の髙田礼子氏が、神奈川産業保健総合支援セ
ンター産業保健相談員や県内事業所の産業医として長
年にわたるTHP推進への貢献を認められ、県内で唯一
の功労賞を受賞し、表彰状と表彰盾を授与されました。
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交通労働災害防止研修会

粉じん作業特別教育

第一種衛生管理者国家試験受験のための直前講習会

　安全部会主催で９月26日（水） ㈱富士通ゼネラル
本社において「交通労働災害防止研修会」が開催され
137名の方が受講されました。
　はじめに高津警察署交通課交通総務係の小山氏よ
り「交通事故の動向及び関係法令について」と題して
主に高津区での事故の現状の詳しい説明があり、ま
た事故を起こした後に関係するさまざまな法令の説
明がありました。
　次にMS&ADインターリスク総研㈱アドバイザー
の文屋氏より「交通事故を起こさないために」をテー
マに、安全運転のための基本的なことを今一度、認
識、意識していただき、交通事故の防止、再発防止
につなげていただくことを目的として講義をしてい
ただきました。
　全国の交通事故の現状、交通事故に伴う責任、交

　10月12日（金）川崎南支部との共催で「粉じん作業
特別教育」を川崎市教育文化会館において開催し、61
名の方が受講されました。
　本研修は、厚生労働省より平成30年度を初年度と
する「第９次粉じん障害防止総合対策」の重点事項の
取組みの推進が要請されていることから　その一環
として特定粉じん作業に係る労働者に対し「粉じん
作業特別教育規程」に基づき、３人の講師の方から講
演をしていただきました。
　午前の部では、労働衛生コンサルタントの椎名氏
より「粉じんに係る疾病及び健康管理」「粉じんの発
散防止及び作業場の換気方法」の講義、午後の部では
３Mジャパン㈱安全衛生製品技術部の伝田氏より「粉
じん作業の管理」「呼吸用保護具の種類と使用法」
について防護マスクの装着方法の実演を交えた講義、

　10月22日・23日の２日間、サンピアンかわさき（川
崎市立労働会館）において「第1種衛生管理者国家試
験受験のための直前講習会」を開催しました。この講
習会は川崎南支部との共催で、ミドリ安全㈱の小原
氏を講師に迎え、57名の方が受講されました。
　衛生管理者とは何かという基本的なことから、「職
業病の予防」「化学物質管理」「メンタルヘルスケア」
という近年注目されている点についても丁寧にご講
義いただきました。また最新の試験の傾向と対策に
ついて具体的な説明があり、受講者の方々には参考
になったことと思います。
　この講習会を受講された方の国家試験の合格率は

通事故の要因、交通事故防止策等の講義の後、ドラ
イブレコーダーに記録された実際のなまなましい事
故の映像をふんだんに使い、動画を見ながらの危険
予測の実習が行われました。受講後のアンケート結
果では、分かりやすく説得力ある講義だったとの評
価で、来年度も参加したいとの声が多く成功裏に終
了いたしました。

「粉じんの害と防じんマスク」と題したビデオ上映、
最後に労働安全コンサルタントの西本氏より「関係
法令」についての講義がありました。
　講師の方々の実例を挙げながらの熱心な講義に、
参加された皆さんの大いに納得された表情が見受け
られました。本日の研修を参考にして職場での粉じ
ん予防の徹底を実践されることを願います。

非常に高くご好評をいただいております。来年度以
降も開催していく予定ですので、衛生管理者国家試
験を受験予定の方には受講をお勧めします。
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有機溶剤従事者安全衛生教育

　11月９日（金）サンピアンかわさき（川崎市立労働
会館）において川崎南支部と共催で「有機溶剤従事者
安全衛生教育」を行い19名が受講されました。
　有機溶剤作業の基礎知識のDVD映写に続いて、ミ

ドリ安全㈱安全衛生相談室室長の田中氏より作業環
境管理について、労働コンサルタントの西本氏より
関連法令と災害事例について、日本冶金工業㈱産業
医の平氏より有機溶剤による疾病及び健康管理につ
いての講義が行われました。今後の業務に役立てら
れることが期待されます。終了後、受講者には、修
了証が交付されました。

リスクアセスメント講習会

　安全部会の主催で、11月15日（木）にユニオンビル
において「リスクアセスメント講習会」を開催し、18
名の方が午前10時より午後４時20分までの長時間の
講習を最後まで熱心に受講されました。今回は安全
管理者選任時研修講師・RSTトレーナーの相馬氏を
講師としてお招きしました。
　午前の部では「リスクアセスメントの実施につい
て」と題し、リスクアセスメントの基本と実施方法の
講義があり、午後の部ではリスクアセスメントの具
体例を挙げながらの講義と受講者が４名～５名のグ
ループに分かれ、実際に危険予知シートを使っての
演習でリスク評価を実施していただき、参加の皆さ

んが意見を出し合う活発な討議となりました。お勤
めの事業所で無災害に向けた活動を実践されること
を期待致します。

衛生管理者実務研修会

　11月21日、ユニオンビルにおいて「衛生管理者実
務研修会」を開催しました。この研修会は衛生管理
者・衛生推進者の方をはじめ、日頃、事業場の安全
衛生業務に従事されている方々の知識向上と実務に
役立つ情報の提供を目的として毎年開催しています。
　今年度は『腰痛』をテーマとし、聖マリアンナ医科
大学の赤澤病院教授から「職場での腰痛対策」につい
てご講演をいただきました。また、富士通株式会社
川崎工場の池田氏、三菱ふそうトラック・バス株式
会社の松尾氏より「我社の腰痛対策」として、各社の
取組みなどの事例紹介をしていただきました。最後
に川崎北労働基準監督署安全衛生課長の綾部氏より
労働災害（腰痛）の発生状況についてお話をいただき

ました。
　職場ですぐに実践できる体操などの紹介もあり、
各事業場での腰痛対策に役立ったことと思います。
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安全配慮義務講習会

労務管理研修会

　安全部会の主催で、12月13日（木）に「安全配慮義
務講習会」がユニオンビルにおいて開催され、20名の
方が参加されました。
　はじめに川崎北労働基準監督署副署長で労働基準
監督官の山﨑氏より「行政からみた安全配慮義務に
ついて」の講演があり、「安全配慮義務」の労働契約法
上、労働安全衛生法上の現われ方と今日的問題を行
政の側からみての説明がなされました。
　続いて、安全衛生・メンタルサポートオフィスH

　11月30日（金）ユニオンビルにて「労務管理研修
会」を実施しました。昨年（2018年）が「第13次労働
災害防止推進計画」の初年度となり、また昨年に成
立した働き方改革の関連法の施行に際して、法律に
関する正しい認識を確認するためにも参加して頂き、
各事業場にて適切に展開頂ければと考え、本講習会
を企画しました。
　講習は二部構成で、第一部として、働き方改革関
連法の改正内容および法的解釈に関して、川崎北労
働基準監督署の労働基準監督官２名の方よりご説明
頂きました。第二部では、働き方改革の具体的事例
として、富士通株式会社川崎工場総務部シニアマ
ネージャーの西村氏より、同社で実施されている内
容をご紹介いただき、他社事例を確認できる貴重な
機会となりました。

　受講者は、15名の人事労務管理を担当される方々
で参加者は、非常に関心をもった眼差しで聞き入り、
質疑応答を含めて真剣な姿勢で受講されました。
　研修会終了後は、監督署担当者による質問コー
ナーもあり、法令内容等についてご質問される方も
見受けられました。

OSAKA代表の保坂氏より「安全配慮義務から安全
（健康）配慮義務～事業者、管理監督者が取り組む
ことは～」と題した講演がありました。
　これまで「作業環境配慮義務」「安全衛生実施義
務」等が問題点に挙げられていましたが、現在は過
重労働、各種ハラスメントへの対応が重要となって
います。多くの事例を挙げながら問題解決の方法を
解説され、受講者のアンケートでは今後の業務を行
うに当たって大いに参考になったとの声がありまし
た。本日参加された方の事業所でお役にたてる研修
会であったと思っております。

「会員事業場PRコーナー」募集！
かわきた支部ニュースでは、会員事業場のPRを募集しています。
掲載ご希望の会員事業場は、事務局（０４４－８５０－８６２１）
までご連絡ください。

掲載料
無料！
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謹賀新年
  本年もよろしくお願い申し上げます。
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〇
四
四
―
八
二
二
―
〇
七
九
五

代
表
取
締
役

あ
す
か
製
薬
株
式
会
社川崎

研
究
所

濱　

嵜　

秀　

久

川
崎
市
高
津
区
下
作
延
五
―
三
六
―
一

TEL
〇
四
四
―
八
三
三
―
五
一
五
一

川
崎
研
究
所
長

ク
ノ
ー
ル
食
品
株
式
会
社

川
崎
市
高
津
区
下
野
毛
二
―
一
二
―
一

TEL
〇
四
四
―
八
一
一
―
三
一
一
一
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公
益
社
団
法
人
神
奈
川
労
務
安
全
衛
生
協
会

川
崎
北
支
部

西　

村　

文　

成

川
崎
市
高
津
区
二
子
五
―
二
―
五

東
京
都
港
区
新
橋
四
―
三
〇
―
六

東
京
都
大
田
区
大
森
北
一
―
一
―
一
〇

第
一
井
上
ビ
ル
二
階　

Ｃ
号
室

京
急
中
は
ら
ビ
ル
二
階

大
森
シ
テ
ィ
ビ
ル
九
階

支

部

長

TEL
〇
四
四
―
八
五
〇
―
八
六
二
一

TEL
〇
三
―
六
四
三
二
―
〇
六
七
〇

TEL
〇
三
―
五
七
六
七
―
〇
六
六
五

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
エ
ヌ
・
ゴ
ト
ー

株
式
会
社
昭
特
製
作
所

株
式
会
社
リ
ン
カ
ン
・
ス
タ
ッ
フ
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
カ
ジ
ノ
ヤ

行
政
書
士
・
社
労
士
し
げ
な
い
事
務
所

株
式
会
社
シ
ー
エ
ム
シ
ー

東
西
株
式
会
社

後　

藤　

龍　

彦

花　

田　
　
　

薫

國　

方　

広
一
郎

梶　
　
　

俊　

夫

茂　

内　

優　

憲

神　

部　

幸　

生

佐　

脇　

功　

一

川
崎
市
中
原
区
新
城
中
町
一
六
―
一
〇

川
崎
市
高
津
区
二
子
六
―
一
〇
―
一
〇

大
和
市
中
央
二
―
二
―
八

川
崎
市
麻
生
区
岡
上
四
八
八
―
一

川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
二
―
二
二
―
二
五
―
二
〇
三

TEL
〇
四
四
―
七
七
七
―
五
一
五
八

TEL
〇
四
四
―
八
三
三
―
三
三
五
一

TEL
〇
四
六
―
二
〇
〇
―
六
六
〇
〇

TEL
〇
四
四
―
九
八
八
―
四
五
七
七

TEL
〇
七
〇
―
五
五
六
〇
―
三
〇
六
〇

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役
社
長

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

代

表

代
表
取
締
役
社
長

代
表
取
締
役
社
長

株
式
会
社
リ
ョ
ー
サ
ン

川
崎
市
高
津
区
千
年
七
一
五

TEL
〇
四
四
―
九
四
八
―
八
一
一
四
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事務局だより

役員雑記帳

　三重県からこの地川崎市に転勤してもう２年半
が経とうとしている。単身赴任できているので、
平日は家と会社の往復で毎日が終わる。週末の夜
になると、飲みに出る。私は酒が好きである。何
より雰囲気が好きである。カラオケも大好きであ
る。だから週末は死ぬほど飲んで騒いで歌ってス
トレスを発散する。当然、日曜は二日酔いで終わる。
　お酒は不思議である。普段、躊躇して言えない
ことやできないことができてしまう。この4月か
ら神奈川労務安全衛生協会川崎北支部の役員をさ
せていただいているが、その縁で役員メンバーの
皆さんと飲む機会があった。メンバーの皆さんは、
とても気さくで快く新米の私を迎え入れてくれた。
お酒の力もあり、関西弁の私に標準語で話かけて
きてくれる。会議ではまじめな顔をして座ってい
る方も、お酒が入ると顔も心も緩み、別人のよう
に盛り上がる。私はそれが大好きである。
　会社でよく、「コミュニケーション」というキー
ワードで様々な研修や社内の取り組みがある。私
にとっては、この飲み会こそがコミュニケーショ
ンの実践の舞台である。私は飲むときに常に、「私
は相手にどう映っているのだろうか？」と意識し
ている。その結果は相手のリアクションで判断す

る。関西弁やキャラの効果もあり、おおむね、「お
もしろい関西人」と映っているのであろう。その
通りである。自分が伝えたいことを伝える際に自
分が何を言ったか？よりも相手にどう伝わった
か？こそがコミュニケーションで意識すべきとこ
ろだと確信している。これは仕事においても重要
なことであり、自分が言いたいこと、伝えたいこ
とを相手の目線に立って説明する、まさに「共感」
という立ち位置でコミュニケーションをとってい
くことを心掛けている。
　この神奈川労務安全衛生協会川崎北支部の役員
の皆さんとはいろんな面で楽しく協会の仕事をさ
せていただいている。しかも、安全衛生に関する
活動も盛んであり、わが社の活動に生かせる部分
も多い。この協会に加入できてよかったと思うし、
役員という立場で勉強させていただいていること
に感謝する。今後も、この活動の良さを広め、更
に神奈川労務安全衛生協会川崎北支部で「共感」
できる仲間が増やせたらと思う。

そこのあなた！　仲間になりましょう！　お待ち
しています！

　（クノール食品株式会社　上村　明儀）

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会川崎北
支部の「平成31年度定時総会」ならびに「労働
基準行政運営方針説明会」が下記のとおり開催
されます。会員事業場の皆様方におかれまし
ては、万障お繰り合わせの上、多数ご出席く
ださいますようお願い申し上げます。

記
◎労働基準行政運営方針説明会
    ・開催日　　平成31年４月26日（金）
　　　　　　　13：30 ～ 15：30
    ・場　所　  NEC玉川クラブ

◎平成31年度川崎北支部定時総会
    ・開催日　　平成31年４月26日（金）
　　　　　　　16：00 ～ 17：00
    ・場　所　  NEC玉川クラブ

定時総会開催ならびに
労働基準行政運営方針説明会のご案内

〔支部行事案内〕

◎健康保持増進研修会（川崎南支部共催）
    ・開　催　平成31年２月８日（金）
　　　　　　13：30 ～ 16：30
    ・会　場　川崎市総合福祉センター　
　　　　　　（エポックなかはら）
    ・募集人員　50名　　

◎新入社員安全衛生教育
    ・開　催　平成31年４月８日（月）
　　　　　　10：00 ～ 16：30
    ・会　場　川崎市総合福祉センター　
　　　　　　（エポックなかはら）
    ・募集人員　50名　　
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